
横浜市保育所児童保育要録取扱要綱 

制  定 平成 21年 2月 20日 こ保運第 2423号（局長決裁） 

                 最近改正 令和４年 12月 20日 こ保支 1871号（局長決裁） 

                           

（目 的） 

第１条 この要綱は、別に定めるものを除き、横浜市の保育所において、保育所保育指針（平成 29

年厚生労働省告示第 117号）の定める「保育所に入所している子どもの就学に際し、市町村の支援

の下に、子どもの育ちを支えるための資料(以下「保育所児童保育要録」という。)」に関し必要な

事項を定めることを目的とする。 

 

（用語の意義） 

第２条 この要綱に定める用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 保育所児童保育要録 

保育所保育指針（平成 29年厚生労働省告示第 117号）の定める「保育所に入所している子ども

の就学に際し、市町村の支援の下に、子どもの育ちを支えるための資料」をいう。 

(2) 保育所 

児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）第 39条の規定に基づき、保育を必要とする乳児・幼児

を日々保護者の下から通わせ保育を行うことを目的とする児童福祉施設をいう。 

(3) 施設長  

保育所の長をいう。 

(4) 小学校  

学校教育法（昭和 22年法律第 22号）第１条を規定する小学校、義務教育学校及び特別支援学

校をいう。 

  

（対象児童） 

第３条 保育所児童保育要録を作成する対象児童は、翌年度小学校に入学する児童で、３月１日に当

該保育所に在籍見込みの児童とする。 

 

（作成者） 

第４条 保育所児童保育要録は、施設長の責任の下、担当の保育士が記入し作成することとする。 

 

（記載する事項及び様式） 

第５条 保育所児童保育要録に記載する事項は次のとおりとする。 

(1)  児童氏名、性別、生年月日及び現住所 

(2)  保護者の氏名及び現住所 

(3)  児童の保育期間（入所及び卒所月日） 

(4)  児童の就学先（小学校名） 

(5)  保育所名及び所在地 

(6)  施設長及び担当保育士氏名 

(7)  保育に関する記録 
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２ 保育所児童保育要録の様式は、別添のとおりとする。 

 

（送付時期及び送付方法） 

第６条 施設長は、作成した保育所児童保育要録の写しを、遅くとも対象児童が小学校に入学する年

の３月１０日ごろまでに小学校長に届くようにすることとする。その際、個人情報を含む書類であ

ることから、各保育所は直接交付や簡易書留郵便など確実な方法で小学校長に届けることとする。 

 

（保存期間） 

第７条 保育所児童保育要録の原本は、当該児童が小学校を卒業するまでの間、施設長が保存するこ

ととする。 

 

（個人情報の保護） 

第８条  施設長は、保育所児童保育要録を個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号）の 

規定に従って、適切に扱わなければならない。 

 

（保護者への周知） 

第９条 施設長は、保育所児童保育要録の制度について、入所時や懇談会等を通して、保護者に周知

しなければならない。  

 

（小学校との連携） 

第 10条 施設長は、児童の就学に際する情報の共有化を図るために、小学校と積極的な連携に努める

ものとする。 

 

（委任） 

第 11条 この要綱に定めるもののほか、保育所児童保育要録の作成に必要な事項は、こども青少年局

保育・教育支援課長が定める。 

 

附 則 

 この要綱は平成 21年 4月 1日から施行する。 

附 則 

 この要綱は平成 23年 12月 26日から施行する。 

附 則 

 この要綱は平成 30年 4月 20日から施行する。 

附 則 

この要綱は令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年 12月 20日から施行する。 
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記入日：　　　年　　　　月　　　日

ふりがな

氏　名

ふりがな

氏　名

入　所 卒　所

（修正：　　　年　　　月　　　日）

担当保育士
  氏   名

保育所名
及び所在地

（保育所名）

就学先

施　 設　 長
  氏     名

（保育所所在地）〒
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　　　　（　　　　）

　　　　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　年　　　　月　　　　日

横浜市保育所児童保育要録（入所に関する記録）

児　童

性　別

生年月日　　　　　　年　　　　月　　　　日生

現住所

保護者

現住所

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 


